
     自 転 車 駐 車 場 設 置 事 業 者 募 集 要 項  
                            令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

 交 野 市 が 実 施 す る 自 転 車 駐 車 場 （ 有 料 一 時 預 か り ） 設 置 事 業 者 （ 以 下 「 設 置 事 業

者 」 と い う 。 ） の 募 集 に 参 加 さ れ る 方 は 、 こ の 募 集 要 項 を よ く ご 覧 に な り 、 次 の 各 事

項 を ご 承 知 の 上 、 お 申 込 く だ さ い 。  

 

１ ． 公 募 物 件  

物  件  
番  号  

    所  在  地  貸 付 面 積  
最 低 使 用 料  
（ 年 額 ）  

 物  件  
  概 要 書  

 １   交野 市 星 田 5 丁目 4010 番 14の一部  約 64.8 ㎡   283,824 円   別 紙 １  

 
２ ． 応 募 資 格 要 件  

   次 の 要 件 を す べ て 満 た す 法 人 又 は 個 人 に 限 り 応 募 す る こ と が で き ま す 。  

   （ １ ）  次 の ア か ら オ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

     ア  成 年 被 後 見 人  

     イ  被 保 佐 人 （ 民 法 に 定 め る 一 定 の 場 合 を 除 く 。 ）  

     ウ  未 成 年 者 （ 民 法 に 定 め る 一 定 の 場 合 を 除 く 。 ）  

     エ  破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者  

     オ  交 野 市 の 指 名 停 止 措 置 を 受 け て い る 者 又 は 交 野 市 の 指 名 停 止 要 綱 に 該  

      当 す る 行 為 を 行 っ た 者 又 は 不 利 益 処 分 （ 違 法 又 は 不 適 当 な 行 為 に よ る も  

      の で あ る 場 合 に 限 る 。 ） を 受 け て い る 者  

   （ ２ ）  次 の ア か ら カ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 （ ア か ら カ ま で の い ず れ  

      か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 そ の 事 実 が あ っ た 後 ３ 年 を 経 過 し な い 者 を 含  

      む 。 ） で あ る こ と 。  

        ア  交 野 市 と の 契 約 の 履 行 に あ た り 、 故 意 に 工 事 若 し く は 製 造 を 粗 雑 に し 、  

      又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た 者  

     イ  交 野 市 が 実 施 し た 競 争 入 札 に お い て 、 そ の 公 正 な 執 行 を 妨 げ た 者 又 は  

      公 正 な 価 格 の 成 立 を 害 し 、 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合 し た 者  

     ウ  落 札 者 が 交 野 市 と 契 約 を 締 結 す る こ と 又 は 交 野 市 と の 契 約 者 が 契 約 を  

      履 行 す る こ と を 妨 げ た 者  

     エ  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ３  

      ４ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 交 野 市 が 実 施 す る 監 督 又 は 検 査 に 当 た り 職  

      員 の 職 務 の 執 行 を 妨 げ た 者  

     オ  正 当 な 理 由 が な く て 交 野 市 と の 契 約 を 履 行 し な か っ た 者  

     カ  ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で 、 そ の 事 実 が あ っ た 後 ３ 年 を  

      経 過 し な い 者 を 契 約 の 履 行 に 当 た り 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し  

      て 使 用 し た 者  



   （ ３ ）  暴 力 団 又 は そ の 他 暴 力 的 集 団 の 構 成 員 で な い こ と 。  

   （ ４ ）  公 共 の 安 全 及 び 福 祉 を 脅 か す お そ れ の あ る 団 体 又 は 公 共 の 安 全 及 び 福  

      祉 を 脅 か す お そ れ の あ る 団 体 に 属 す る 者 で な い こ と 。  

   （ ５ ）  市 税 に 係 る 徴 収 金 を 完 納 し て お り 、 最 近 １ 事 業 年 度 の 消 費 税 、 地 方 消  

      費 税 を 完 納 し て い る こ と 。  

 

３ ． 施 設 使 用 許 可 の 条 件  

   （ １ ）  使 用 料 等  

     ①  設 置 事 業 者 の 施 設 使 用 形 態  

        設 置 事 業 者 は 、 自 転 車 駐 車 場 （ 有 料 一 時 預 か り ） と し て 使 用 す る 部

分 に つ い て 、 法 ２ ３ ８ 条 の ４ 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 行 政 財 産 使 用 許

可 （ 以 下 「 使 用 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け て 使 用 し ま す 。  

     ②  使 用 許 可 の 期 間  

        使 用 許 可 の 期 間 は 、 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

と し ま す 。 た だ し 、 公 用 ・ 公 共 用 と し て の 使 用 の 必 要 性 や 使 用 者 の 使

用 状 況 な ど を 勘 案 し 支 障 が な い と 交 野 市 が 判 断 す る 場 合 は 、 当 初 交 野

市 が 設 定 し た 条 件 を 変 更 し な い こ と を 前 提 と し て 当 初 許 可 か ら ５ 年 以

内 を 限 度 に 、 引 き 続 き 使 用 許 可 を 行 い ま す 。  

     ③  使 用 料  

        設 置 事 業 者 と し て 決 定 し た 者 が 提 示 し た 応 募 価 格 を も っ て 年 額 使 用  

       料 と し ま す 。  

        た だ し 、 使 用 期 間 が 1 年 に 満 た な い 場 合 の 使 用 料 の 額 は 、 年 額 使 用  

       料 の 額 を 日 割 に よ っ て 算 定 し た 額 と し 、 1 日 未 満 の と き は 1 日 と み な  

       し ま す 。 算 定 し た 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 に お い て は そ の 端 数  

       金 額 を 切 り 上 げ た 額 と し ま す 。  

        な お 、 年 額 使 用 料 は 、 交 野 市 の 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 指 定 す  

       る 期 限 ま で に 、 交 野 市 の 指 定 す る 金 融 機 関 に て 納 付 し て く だ さ い 。  

     ④  そ の 他 の 必 要 経 費  

        電 気 引 き 込 み 、 料 金 精 算 機 、 自 転 車 駐 車 設 備 等 の 設 置 及 び 撤 去 に 要

す る 工 事 費 、 移 転 費 等 の 一 切 の 費 用 は 、 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。   

   （ ２ ）  使 用 上 の 制 限  

      使 用 期 間 前 及 び 使 用 期 間 中 は 、 次 の こ と を 遵 守 し て く だ さ い 。  

①  使 用 許 可 の 条 件 を 遵 守 し 、 行 政 財 産 使 用 料 等 の 費 用 を 期 限 ま で に 確

実 に 納 付 す る こ と 。  

     ②   自 転 車 駐 車 場 （ 有 料 一 時 預 か り ） を 設 置 す る 権 利 を 第 三 者 に 譲 渡 又

は 転 貸 し て は な ら な い こ と 。  

   （ ３ ）  維 持 管 理 責 任  

      次 の こ と を 遵 守 し て く だ さ い 。  



①  料 金 精 算 機 等 の 自 転 車 駐 車 場 設 備 の 維 持 管 理 に つ い て は 、 設 置 事 業

者 が 行 う こ と 。   

②  料 金 精 算 機 等 の 自 転 車 駐 車 場 設 備 の 故 障 、 問 い 合 わ せ 及 び 苦 情 に つ

い て は 設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 対 応 す る こ と 。 ま た 、 料 金 精 算 機 の

故 障 時 の 連 絡 先 を 明 記 す る こ と 。  

   （ ４ ）  使 用 許 可 の 取 り 消 し 事 由 等  

      次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 使 用 許 可 を 取 り 消 す こ と が あ り ま す 。  

      な お 、 使 用 許 可 の 取 消 し に よ り 使 用 者 に 損 失 が 生 じ て も こ れ を 補 償 し ま  

     せ ん 。  

①  許 可 物 件 を 公 用 又 は 公 共 用 に 供 す る 必 要 が 生 じ た と き 。  

②  上 記 ３ ． の 使 用 許 可 に 係 る 条 件 に 違 反 す る 行 為 が あ る と 認 め ら れ る

と き 。  

     ③   設 置 事 業 者 が 応 募 者 の 資 格 を 失 っ た と き 。  

   （ ５ ）  原 状 回 復  

      設 置 事 業 者 は 、 許 可 期 間 が 満 了 し た 場 合 又 は 許 可 が 取 り 消 さ れ た 場 合 は 、  

     す み や か に 原 状 回 復 し て く だ さ い 。 な お 、 原 状 回 復 に 際 し 、 設 置 事 業 者 は  

     一 切 の 補 償 を 交 野 市 に 請 求 す る こ と が で き ま せ ん 。  

   （ ６ ）  損 害 賠 償  

      設 置 事 業 者 は 、 自 転 車 駐 車 場 設 備 の 設 置 等 に あ た り 、 本 市 又 は 第 三 者 に

損 害 を 与 え た と き は 、 す べ て 設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 、 そ の 損 害 を 賠 償

し な け れ ば な ら な い も の と す る 。  

 

４ ． 応 募 申 込 手 続 き  

   （ １ ）  申 込 受 付 期 間  

      令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 （ 水 ） ～ 令 和 ８ 年 ４ 月 ３ ０ 日 （ 木 ）  

（ 土 ・ 日 ・ 祝 日 を 除 く ）   午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時    

      ※ 郵 送 に つ い て は 当 日 消 印 有 効  

（ ２ ）  申 込 受 付 場 所  

       交 野 市 役 所  別 館 ２ 階  土 木 管 理 課  

   （ ３ ）  申 し 込 み に 必 要 な 書 類 （ 各 １ 部 ）  

 ① 申 込 書 （ 所 定 様 式 ） 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

 ②  誓 約 書 （ 所 定 様 式 ） 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

        ③  土 地 利 用 計 画 平 面 図 （ 縮 尺 １ ／ ２ ５ ０  任 意 様 式 ）  

   （ ４ ）  申 込 手 続 き  

      受 付 期 間 内 に 、 申 込 み に 必 要 な 書 類 を 受 付 場 所 に 直 接 持 参 ま た は 郵 送 に

よ り 提 出 す る こ と 。  

      電 話 、 フ ァ ッ ク ス 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 受 付 は 行 い ま せ ん 。  

      な お 、 提 出 さ れ た 書 類 等 は 返 却 し ま せ ん 。  



５ ． 設 置 事 業 者 の 決 定  

   （ １ ）  提 出 さ れ た 応 募 書 類 を 審 査 し 、 必 要 な 要 件 を 満 た し て い る 者 を 選 定 対  

      象 と し ま す 。  

   （ ２ ）  公 募 物 件 に 対 し 、 本 市 が 設 定 す る 最 低 使 用 料 以 上 の 額 で 、 か つ 最 高 の  

      価 格 で 応 募 申 し 込 み を 行 っ た 者 を 設 置 事 業 者 と し ま す 。 な お 、 最 高 価 格

の 応 募 が ２ 者 以 上 あ る 場 合 は 、 当 該 応 募 者 立 会 い の も と 、 く じ に よ り 決

定 し ま す 。  

   （ ３ ）  設 置 事 業 者 の 決 定 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ １ 日 （ 月 ） の 予 定 で す 。 設 置 事  

      業 者 の 決 定 後 、 応 募 者 に 応 募 物 件 の 決 定 金 額 及 び 決 定 し た 設 置 事 業 者 を  

      通 知 し ま す 。  

 

６ ． 使 用 許 可 申 請 の 手 続 き  

   設 置 事 業 者 に 決 定 し た 者 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ０ 日 （ 水 ） ま で に 、 下 記 の 行 政 財  

  産 使 用 申 請 書 を 提 出 し て く だ さ い 。 併 せ て 、 「 ２ ． 応 募 資 格 要 件 」 （ ５ ） に 記 載  

  す る 税 の 納 付 の 証 明 と し て 、 市 民 税 又 は 法 人 市 民 税 の 納 税 証 明 書 と 税 務 署 が 発 行  

  す る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 納 税 証 明 書 （ い ず れ も 発 行 日 か ら ３ ヵ 月 以 内 の も の  

  に 限 る 。 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  

＜ 行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 提 出 書 類 ＞  

①  行 政 財 産 使 用 申 請 書 （ 指 定 様 式 ）  

②  土 地 利 用 計 画 平 面 図 （ 縮 尺 １ ／ ２ ５ ０  任 意 様 式 ）  

  ③   証 明 書 類 （ 発 行 日 か ら ３ ヵ 月 以 内 の も の ）  

  ＜ 法 人 の 場 合 ＞ ・ ・ ・ 法 人 登 記 簿 謄 本 （ 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 ） 、 印 鑑 証 明 書 、 納  

            税 証 明 書  

  ＜ 個 人 の 場 合 ＞ ・ ・ ・ 印 鑑 登 録 証 明 書 （ 市 町 村 発 行 ） 、 身 分 証 明 書 、 納 税 証 明 書  

 

７ ． 設 置 事 業 者 の 決 定 の 取 り 消 し  

   次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 設 置 事 業 者 と し て の 決 定 を 取 り 消 し ま す 。  

    ①  正 当 な 理 由 な く し て 、 指 定 す る 期 日 ま で に 使 用 許 可 の 手 続 き に 応 じ な  

     か っ た 場 合  

    ②  設 置 事 業 者 が 応 募 者 の 資 格 を 失 っ た 場 合  

 

８ ． そ の 他  

   使 用 許 可 の 手 続 き に 関 す る 一 切 の 費 用 に つ い て は 、 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。  

 

■ 募 集 に 関 す る 問 合 せ 先           交 野 市 都 市 ま ち づ く り 部 土 木 管 理 課  

                         電 話 ： ０ ７ ２ － ８ ９ ２ － ０ １ ２ １ ㈹     


